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。円比

ωの
O
H
V

出ロ
ω
山
口
【
出
。
口
氏
出

つ
い
て

。日比
ω
n
o
℃
田
口
田
知
豆
一
一
芯
ロ
片
岡
仰
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
司
教
が
訴

え
事
を
裁
く
制
度
を
い
う
。
仲
裁
法
の
歴
史
を
調
べ
る
目
的
で
ロ
!
?
法
に

お
け
る
仲
裁
法
を
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、

N
芯間一
2
が
そ
の
著
書
「
古
代
ロ

u
B
S
H
1
2
s
z
r
z包
括
耳
目
Z
E
J

l
マ
法
に
お
け
る
私
的
仲
裁
裁
半
所
」
「
ロ
E
g
g
E
2
F
S
同

m
n
F
F
E
コ
)

の
中
で
、

4
5
8宮
戸
山
田
国
E
5
5
5
が
、
古
代
ロ

I
マ
史
に
お
け
る
古
典

時
代
の
後
の
混
乱
と
転
変
の
時
期
に
、
国
家
的
裁
判
制
度
に
非
ざ
る
裁
判
制

度
と
し
て
、
民
事
の
紛
争
の
仲
裁
的
処
理
に
画
期
的
な
働
き
を
し
た
と
記
述

し
て
あ
る
(
↑
駄
)
の
で
、
こ
れ
に
興
味
を
も
ち
、
い
さ
さ
か
調
べ
て
み
た
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
得
た
知
識
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
に
し
て
書
い
た
の
が
本

稿
で
あ
る
。

2 

使
徒
パ
ウ
ロ
(
一
自
在
l

)

は
キ
ワ
ス
ト
社
会
の
構
成
員
は
そ
の
相
互
間

昇

山

の
紛
争
を
信
仰
心
な
き
裁
判
官
の
前
に
持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
い
た

R
E包
q
前
J

(
掲
一
六
七
頁
)
。
こ
の
影
響
の
下
に
、
教
会
の
人
々
は
、
相
互
間
に
生
じ
た
権

利
紛
争
を
閣
の
裁
判
所
の
前
に
持
ち
出
さ
ず
に
、
教
会
の
人

l
多
く
の
場

合
、
司
教
ま
た
は
そ
の
他
の
上
位
役
職
者
1

の
裁
判
に
委
ね
る
慣
習
が
生
じ

:
、
こ
へ
回
Z
F自
己
百
日
間
。
=
唱
。
同
ロ

q
n
2ロ
胃
。
N
O
ω
ω
J
O

寸

L
1
Z
B
問
。

E
Z
3
0
ロ
閉
山
Z
F
Z
H同
H
H
∞
g
印

-
Z
N
」

3

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
帝
(
一
一
一
一
一
一
拝
l
)
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
自

由
を
認
め
た
。
ヴ
ァ
レ
ソ
チ
ニ
ア
ヌ
ス
二
世
(
認
し
ハ
宗
一
一
信
八
)
の
時
期
に

キ
リ
ス
ト
教
は
国
教
と
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
教
会
の
内
規
が
国
の
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承
認
を
得
た
。
し
た
が
っ
て
、
内
規
に
よ
り
運
常
さ
れ
る
教
会
内
の
裁
判
制

度
も
国
が
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
当
初
に
お
い
て
は
、
教
会

内
の
裁
判
は
信
仰
事

2og--岡山
05)
の
事
件
に
限
つ
て
な
さ
れ
た
。

す
な
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わ
ち
、
教
会
法
の
規
定
を
適
用
し
て
裁
判
さ
れ
る
べ
き
事
件
に
限
ら
れ
た

(日立
1
4
日
。

=j)。
キ
リ
ス
ト
教
の
進
展
に
つ
れ
て
教
会
裁
判
が
行

な
わ
れ
る
人
及
び
事
項
の
限
界
が
肱
が
っ
た
。

4 

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
自
由
を
認
め
、
キ
リ

ス
ト
教
会
の
存
立
を
公
認
す
る
と
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

表
面
上
信
仰

告
白
を
す
る
者
が
出
て
き
て
多
数
と
な
り
、
教
会
は
こ
の
よ
う
な
多
数
群
衆

を
も
受
け
容
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
期
に
お
い
て
も
な
お
教

会
人
の
争
い
ご
と
は
教
会
に
持
ち
出
す
と
い
う
前
述
の
慣
習
は
存
続
し
た

¥∞
Z
F
E
E
S
H
出
。
ロ
君
。
巳
。

f
z
p
-
∞
・
=
u
d
可
こ
の
既
存
の
慣
習
上
の
制
度
を
、
コ
ン
ス
タ
ン

チ
ヌ
ス
は
、
制
定
法
規
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
し
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス

の
コ
二
八
年
の
勅
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
制
度
に
関
す
る
制
定
法

の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
法
は
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
の
法
典
の
中
に
見
ら

「円リ。
ιou内同，
F
o
。ι
。巴
ω
ロロ
ω
H
N
叶・/。

れ
る
(
N
M
O

間-ぬこ
E-
∞・

5
∞
)
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
の
法
典
は
、
公
撰
の

も
の
で
、
四
三
八
年
に
成
り
、
東
ロ

I
マ
帝
国
に
お
い
て
、
行
な
わ
れ
た

(
諮
問
園
高
L
訂
延
子
上
巻
)
。
勅
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
に
さ
れ
た
司
教

の
裁
判
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
の
法
典
で
は
め
立
国
円
。
冨
-
u
ι
0
2ロ
E
D
R

(
畑
一
位
一
仁
川
和
寸
前
献
jr
目
前
一
よ
軌
針
転
一
日
制
)
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
、

こ
れ
に
相
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
の
中
の
勅
一
治

類
集
(
町
一
品
目

E
Z，
)
の
一
・
四
に
お
い
て
は
、

S
F
R
c
u
m
-
5
2去
2
5

(
錦
町
一
町
一
万
一
掛
か
一
吋
円
相
教
)
と
い
う
呼
称
が
子
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し

は
、
呂
町

ω
g官
民

ω
E《
問
。
ロ
己
防
を
、
以
下
に
お
い
て
司
教
聴
訟
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
訴
え
ご
と
を
聴
い
て
(
刊
誌
中
)
処
理
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る。
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国
法
上
の
効
力
を
も
っ
司
教
聴
訟
が
国
の
制
定
法
上
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
に
は
、
制
定
法
た
る
勅
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

ω巳
ゲ
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
か
ら
ヴ
ァ
レ
ン
チ
ニ
ア
ヌ
ス
一
一
一
世

(
里
震
)
ま
で
の
時
期
に
出
さ
れ
た
勅
法
を
法
源
と
し
て
、

づ
き
、 5 

こ
れ
に
基

司
教
聴
訟
に
対
す
る
当
時
の
法
規
制
を
研
究
し
て
い
る
。
当
と
お
円

∞己
σ
開閉

v-mロO
宮
-E
白血ロ門口
0
2
5
4
D
ロ
ι
2
N
O
F
件
関
白
ロ
間
窓
口
C
ロ
m
E田
N
E
門

Z
C〈・

M
Mハ
凶
〈
〈
色
。
ロ
片
山
口
E
口
ω
H
H
H
ω
N

∞
品
(
巴
ミ
)
ω
・
同
町
凶
出
口
、
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
お
い
て

F
F
が
分
析
の
対
象
と
し
た
勅
法
の
主

な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
U

同，
H
【

U
O
品。
M

内、同，
F
O
。ι

.

/

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
一
三
八
年
勅
法
ケ
-
N
F

同

)

ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
三
三
三
年
勅
法

(
m
H
M
M
M
M
一
日
U
F
t
m
)
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ

ス
(
弓
設
校
時
h
h
h
帝
、
)
及
び
ホ
ノ
リ
ウ
ス

(
1一
議
官
四
コ
ネ
帝
、
)

の
三
九
八
年
勅
法
(
屯

uaoこ
5
2
2
5
)、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
及
び

h
m
u
叶

/

ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
三
九
九
年
勅
法
(
同
町
・
=
・
己
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ノ
リ

ウ
ス
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
二
世
の
四

O
八
年
の
勅
法
(
匂
町
内
V
N
H
)
、
ヴ
ア



¥
H
4
。話己
O
J
H
M凶
】

g
Z
S
E
E
M
m・
ユ
〆
o

f

ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
に
採
録
さ
れ
ず
」

司
教
聴
訟
を
規
制
す
る
法
規
は
こ
の
よ
う
に
数
が
少
な
く
、
そ
の
内
容
も

レ
ン
チ
ニ
ア
ヌ
ス
三
世
四
五
二
年
勅
法

細
目
に
亘
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
規
か
ら
、

こ
れ
ら
が
そ
の
前
提
と
し

て
い
る
規
制
を
推
測
す
る
こ
と
だ
け
で
は
可
教
聴
訟
を
明
ら
か
に
す
る
の
に

足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
古
典
語
を
読
解
す
る

カ
は
な
く
、
司
教
聴
訟
の
実
態
を
示
す
資
料
に
接
す
る
こ
と
も
未
だ
し
で
あ

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
一
応
の
と
こ
ろ
を
、
ノ
ー
ト
す
る
に
止
め
ざ
る
を

得
な
い
。

6 

司
教
聴
訟
の
法
認
。

司
教
聴
訟
は
も
と
も
と
事
実
た
る
慣
習
で
あ

っ
た
。
国
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
国
法
に
よ
り
存
在
の
根

拠
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
国
法
と
し
て
は

」
れ
に
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
既
存
の
制
度
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ

episcopalis audientiaについて

ス
の
勅
法
は
、
右
の
よ
う
な
司
教
聴
訟
と
国
家
司
法
と
の
法
的
関
係
を
、
司

教
聴
訟
が
国
の
裁
判
制
度
の
中
に
と
り
込
ま
れ
て
法
律
上
一
定
の
地
位
を
与

ヘ
印

O
H
F

仲
間
比
且
・
シ
o

え
ら
れ
る
と
い
う
法
的
関
係
に
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る

Z
・ミ
u
ム

)

司
教
聴
訟
管
轄
事
件
。

司
教
聴
訟
は
も
と
も
と
は
信
仰
に
関
す
る

7 
戒
律
・
教
義
・
宗
教
行
政
上
の
問
題
が
争
い
の
対
象
に
な
っ
た
場
合
に
こ
れ
を

裁
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
刑
事
事
件
は
国
の
裁
判
官
の
管
轄
に
属
し
、
司
教
の

、

こ

へ

回

EFEMWロ
ロ
日
目
。
=
垣
内

m
M
F
E・J
。

前
に
持
ち
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
カ
っ

7

2・口町
-
E
m
q
N同ν同
N
J・
認
と

世
俗
の
民
事
の
事
件
は
司
教
の
前
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
(
間
咋

印・印阿国

N
-
。間目。円/

5-ι
・-
W
H
町
吋
何
)
。
聖
職
者
間
の
事
件
た
る
と
俗
人
間
の
事
件
た
る
と
聖
職

者
と
俗
人
の
問
の
事
件
た
る
と
を
問
わ
な
か
っ
た
(
吋

-dhNZ)。
コ
ン
ス

タ
ン
チ
ヌ
ス
の
頃
、
国
の
裁
判
は
腐
敗
し
、
裁
判
費
用
は
高
額
で
あ
っ
た
の

で
、
民
事
紛
争
が
司
教
に
よ
り
裁
断
さ
れ
る
こ
と
は
当
事
者
に
と
っ
て
恵
み

で
あ
っ
た
が
、
反
面
、
可
教
に
と
っ
て
は
本
務
の
妨
げ
に
な
る
大
き
な
負
担

ヘ∞
Z
F
E
E
g
H
国・

5
丘
・
印
・
/

で
あ
っ
た
{
船
田
前
掲
三
五
O
頁
注
ハ
六
)
)

8

司
教
聴
訟
の
申
立
て
。
司
教
聴
訟
を
求
め
る
行
為
は
司
教
の
前
に

召
喚
す
る
こ
と
(
何
日
0

・
)
で
あ
る
(
何
千
)
。
①
聖
戦
者
を
翌
T
方
と
し
て

民
事
の
裁
判
を
求
め
る
と
き
は
か
な
ら
ず
司
教
の
前
に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
(
一
日
J
4
1
日

J
。
②
司
教
が
聴
訟
す

る
に
は
、
当
事
者
の
間
に
司
教
の
前
に
赴
く
一
致
を
必
要
と
し
た
が
そ
れ
で

足
り
形
式
は
必
要
で
な
か
っ
た

(
ω
l
v可

F)。
た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
学
者
の
論
議
の
対
象
で
あ
っ
た
。
当
事
者
の
一
方
が
司
教
の

前
に
出
頭
し
な
い
こ
と
は
、
司
教
聴
訟
に
委
ね
る
一
致
が
な
い
も
の
ま
た
は

一
致
が
撤
回
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
(
m
l
v↑FE--)。
③
通
常

訴
訟
係
属
中
で
も
事
案
に
つ
き
司
教
聴
訟
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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コ
ン
ス
タ

γ
チ
ヌ
ス
一
三
八
年
勅
法
は
通
常
訴
訟
に
お
い
て
審
判
人
(
ロ
コ

の
前
に
係
属
し
て
い
る
事
案
に
つ
き
司
教
の
前
に
こ
れ
を
係
属
さ
せ
る
こ
と



研究ノート

を
認
め
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
そ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
き
規
制
を
し
て
い
る

(
河
町
)
o
p
F
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
承
認
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
が

ヘ
二
二
八
J

初
め
て
し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
{
年
死
?
)
の
時
代

に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
(
時

-vhp)。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第

「
同
)
回
向
。

ω同
陶

酔

J

、
H
U

一
一
一
一
巻
の
二

(
p
d
-
N
.
)

に
は
審
半
人
は
自
分
が
審
判
人
で
あ
る
事
件

に
つ
い
て
仲
裁
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
ユ

l
リ
ア
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
旨

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ω
巳
σ
は
、
審
判
人
に
係
属
す
る

事
件
を
仲
裁
に
係
属
さ
せ
る
こ
と
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

こ
と
を
逆
推
す
る
。
そ
し
て
、
司
教
聴
訟
に
係
属
さ
せ
る
こ
と
も
こ
の
一
般

的
承
認
の
範
囲
の
中
に
属
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

9 

司
教
総
訟
を
開
始
さ
せ
る
当
事
者
の
行
為
に
つ
き
ど
ん
な
要
件
、
が
要

求
さ
れ
た
か
の
問
題
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
コ
二
八
年
の
勅
法
と
一
一
一
一
一
一

三
年
の
勅
法
及
び
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
と
ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
三
九
八
年
の
勅
法
を

つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
。
係
争
が
可
教
の
前
に
持
ち
出

さ
れ
る
契
機
を
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
=
二
八
年
の
勅
法
は
司

3
5
g
t
c

(
召
喚
)
と
い
い
、
コ
ソ
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
一
一
一
一
一
一
一
一
一
年
の
勅
法
に
は
、
た
と
い

他
方
の
当
事
者
が
反
対
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
す
る
人
た
ち
は
司
教
の
前
に
導

(
1
)
 

L

「

mHMMW同
U
ω
M
似
戸
山
州

WHVMW吋
ω
吋
仰
向
一
円

MWRMW片
c
p
m
w内
同

m
M
m
w
n
o
c
J

カ
れ
る
(
宮
2
。E
O

Z
昨日岡山口
E
E
ι
日
岡
山
口
宮
司
自
)
旨
の
文
号
一
口
が
あ

り
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
と
ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
三
九
八
年
の
勅
法
(
m
d
)

は
、
合

意
(
山
内
問
中
)
に
基
づ
き
司
教
の
前
で
訴
容
す
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
つ

き
、
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
突
き
合
わ
せ
た
だ
け
で
は
、
司
教

聴
訟
の
開
始
の
要
件
を
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
司
教
聴
訟
の
研
究

者
の
聞
で
、
司
教
聴
訟
が
適
法
で
あ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
形
式
完
備
の

仲
裁
付
託
を
要
す
る
か
、
無
方
式
の
仲
裁
付
託
の
合
意
で
足
り
る
か
、
と
く

に
仲
裁
付
託
の
合
意
が
な
く
て
も
司
教
聴
訟
に
よ
る
処
理
を
欲
す
る
怠
思
が

当
事
者
双
方
に
存
す
れ
ば
足
り
る
の
か
、
相
手
方
の
意
思
に
反
す
る
と
き
で

も
一
方
が
他
方
を
召
喚
す
る
こ
と
で
足
り
る
の
か
、
が
論
議
の
対
象
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
見
解
は
多
岐
に
分
か
れ
た
。
ど
の
見
解
が
正
し
い
か
を
判
別

す
る
に
は
、
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
グ
の
能
力
と
テ
キ
ス
ト
の
文
言
の
意
味

を
テ
キ
ス
ト
外
の
法
史
事
実
か
ら
適
切
に
推
論
す
る
能
力
を
備
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
に
は
そ
の
能
力
が
な
い
。

N-om-2
は

ω巳
σ
の
説

を
最
も
説
得
力
が
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
私
は
、

N
U出
-2
に
、
盲
目
的
で

は
あ
る
が
、

従
っ
て
、

ω
0
5
の
説
を
中
心
と
し
て

司
教
聴
訟
制
を
切
ら

か
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ωo-σ

に
よ
れ
ば
、
司
教
聴
訟
の
申
立
て
が

適
法
で
あ
る
に
は
、
司
教
の
前
で
訴
答
す
る
こ
と
の
諒
解
が
当
事
者
間
に
存

す
れ
ば
足
り

Am--U討
P
)。
た
だ
し
、
こ
の
諒
解
は
擬
制
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
現
実
に
存
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
(
朋
)
。

ま
た
、
す
で
に
審
判
人
の
前
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
事
件
を
当
事
者
の
一
方

北法30(3・44)556



の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
司
教
の
前
に
移
す
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
=
二
八
年
の
勅
法
の

当
時
か
ら
ヴ
ア
レ

γ
チ
ェ
ア
ヌ
ス
三
世
に
至
る
ま
で
変
る
こ
と
は
な
か
っ

た
(
朋
)
。

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
三
三
三
年
の
勅
法
が
、
審
判
人
の
前
で
-
訴
訟
し
て

い
る
人
は
、
相
手
方
が
逆
ら
う
と
き
で
も
、
司
教
の
前
に
導
か
れ
る
と
述
べ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
真
偽
が
、
研
究
者
の
間
で
、
争
わ
れ
た
。

こ
の
勅
法
は
真
に
こ
の
通
り
述
べ
た
の
で
あ
る
と
信
ず
る
研
究
者
は
、
ホ
ノ

リ
ウ
ス
の
三
九
八
年
の
勅
法
を
、
右
の
一
方
的
召
喚
を
矯
め
て
こ
れ
を
認
め

て
い
な
か
っ
た
原
状
態
に
戻
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
ヴ
ァ
レ

episcupalis audientiaについて

ン
チ
ニ
ア
ヌ
ス
三
世
の
四
五
二
年
の
勅
法
は
こ
の
原
状
態
へ
の
復
帰
を
厳
命

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
お
出
江
川
、

HqHFgSHE-3開)
o

F
5
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
三
三
三
年
の
勅
法
の
右
の
文
言
が
右
勅
法

の
真
の
文
言
で
は
な
い
と
い
う
説
を
よ
り
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
支
持
し
た

の
で
あ
っ
た
。

10 

司
教
聴
訟
申
立
て
が
あ
る
と
、
司
教
は
事
案
の
処
理
を
す
る
。
①
事

案
が
す
で
に
訴
訟
審
判
人
に
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
審
判
人
の
前
で

の
手
続
は
中
断
す
る
(
時
点
目

p)。
②
事
案
処
理
の
た
め
の
、
実
体
関
係
を

評
価
す
る
基
準
及
び
処
理
手
続
の
準
則
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

{
2
)
 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
申
立
て
の
趣
旨
に
よ
り
、
あ
る
い
は
仲
裁
人
が

仲
裁
す
る
の
と
同
様
に
裁
断
す
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
仲
介
入
と
し
て

双
方
を
調
停
し
も
っ
て
穏
健
な
解
決
に
歪
り
よ
っ
て
訴
訟
を
回
避
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
一
流
出
N
ヨ
)
。
③
司
教
が
裁
断
を
下
す
と
、

争
い
は
こ
れ
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。
訴
訟
係
属
中
の
事
実
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
訴
訟
は
ど
う
な
る
か
。
両
当
事
者
は
、
司
教
の
裁
断
の
内
容
に
お
い
て

和
解
(
示
談
)
し
た
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
、
司
教
の
判
定
を
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
審
判
人
に
呈
示
し
、
審
判
人
が
こ
の
判
定
を
彼
の
判
決
の
内
容
に

取
り
込
ん
で
判
決
を
す
る
と
い
う
経
過
に
な
る
こ
と
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ

ス
の
一
二
了
八

2
2
2知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
(
詳
Z

M
九
g
t
p
)
。
④
司
教
の
裁
判
に
対
し
て
は
国
の
裁
判
所
へ
の
不
服
の
訴
え
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
時
計

V
F
)。
⑤
司
教
の
裁
判
の
執
行
に
は
国
の
裁
判

官
の
認
可
を
要
し
た
。

日
司
教
聴
訟
と
仲
裁
。

決
E
O吋
N
H
M
間
的
・

S

F

J

l

な
い

2
0
5
M
E
P・
m
-
M
g
)
。
既
中
刑
事
項
の
権
威
を
有
す
る
裁
判
を
す
る
権

能
を
司
教
は
も
た
な
か
っ
た
。
司
教
聴
訟
は
仲
裁
付
託
(
刊
誌
な
を
基
礎

司
教
聴
訟
は
国
の
裁
判
権
を
担
う
も
の
で
は

北法30(:3・45)557

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
と
司
教
と
の
間
に
仲
裁
人
引
受
け
と
い
う

行
為
が
あ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
司
教
は
、

ロ
1
7
法
上

の
仲
裁
人
と
し
て
裁
断
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
司
教
は
、
仲



研究ノート

裁
人
風
に

(
H
H
U
Z
)
行
動
す
る
に
止
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
日
一
m

m・
呂
田
)
。
司
教
が
当
事
者
を
調
停
し
て
訴
訟
を
回
避
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

F
5
は
司
教
を
平
和
裁
判
官
と
呼
ん
で
い
る
(
州
d
m
E
P
)。

こ
の
よ
う
に
、
司
教
聴
訟
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
仲
裁
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、

N
芯

m
-
2
が
正
当
に
云
う
よ
う
に
、
司
教
聴
訟
が
コ
ソ

ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
以
来
ロ

l
マ
帝
国
の
実
定
法
規
に
よ
る
規
制
の
対
象
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、

ロ
ー
マ
の
私
的
仲
裁
に
関
す
る
諸
規
則
が
司
教
聴
訟
を
把

握
す
る
の
に
必
要
な
概
念
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
逆

に
、
世
俗
法
の
分
野
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
こ
の
司
教
聴
訟
制
度
が
、
仲
裁
付

託
(
目
指
?
)
と
仲
裁
人
引
受
け
(
日
刊
誌
三
を
基
礎
と
す
る
私
的
仲
裁
の

そ
の
後
の
運
命
に
、
重
要
な
意
味
を
有
し
た
の
で
あ
る
(
山
:
器
円

ME--)。

12 

以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、

い
ち
お
う
次
の
よ
う
な
推
測
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
仲
裁
判
断
に
不
服
の
上
訴
を
認
め
な
い
と

い
う
仕
組
み
は
ロ

l
マ
の
仲
裁
と
司
教
聴
訟
を
根
源
と
す
る
と
い
う
推
測
。

②
仲
裁
判
断
の
執
行
に
は
国
の
裁
判
所
の
認
可
を
要
す
る
と
い
う
仕
組
み
は

司
教
聴
訟
を
根
源
と
す
る
と
い
う
推
測
。
③
教
会
に
は

m
z
c
x
g
の
田
山
山
相
仙

が
底
に
あ
っ
た
。
司
教
の
裁
断
も
調
停
も
自
然
に
詰
古
伊
丹
訟
に
導
か
れ
た

で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
人
は
司
教
の
前
に
争
い
を
も
ち
こ
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
衡
平
に
よ
る
仲
裁
と
い
う
発
想
は
司
教
聴
訟
を
恨

源
と
す
る
と
い
う
推
測
。
こ
れ
ら
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検

討
の
労
を
惜
し
ま
な
い
人
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
l
)
gロ
ω
同伊丹口氏。ロ

2ω
町
田
D
ロハロ

2
2
に
つ
い
て
は
英
訳
が
あ
る
こ

と
を
小
菅
芳
太
郎
教
授
か
ら
教
わ
っ
た
。

2
5耳
、
H，
Z
吋
V
O
C
E
2
2

{
U
D
L
ぬ
忌
日
で
あ
る
。
該
当
文
の
訳
は
《

2
2
F
E間同
M
H
y
o
o
P
R

℃
R
q
g
F
O
E
-仲
間

r
D己

5
0唱
。
混
同
ア
伊
B
E
E
F
m
Z
J・
三
件
Y
D
E仲

卸ロ司

A
C
O
m
t
oロ・同町凶ぬ同】】「』ロ
n-HM釦]印
F

ロ
H
r
o
-
-
Z向
田
片
岡

O
口
印
}MHW
ロ
σゆ
内
出
e田

宮

R
E
5
5
5
0℃
》
で
あ
る
。
(
宮
古

F)た
だ
し
、
《

5
3

岳
丘
町
一
u
ご
司
ぽ
}
戸
。
三
白
ロ
可
。
ロ
巾
E
oロ
》
は
、

2
5自
己
:
:
の
前
に
先
行
す

る
《
4

ニ山口
O一

ω
g
m
m己目。
cmwpHゲ
広
州

WHZロ0
・
》
の
訳
で
あ
る
。

(
2〉
(
U
叶

H
P
F
H
(
日
J
h
p
d
〈
訳
)
に
は
、
宗
教
事
の
事
件
以
外
の
、

通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
世
俗
法
の
事
件
は
司
教
に
よ
っ
て
法
律
に

、

ー

、

¥

】

ゆ

悶

M-u
ロω
O

ロo
J

則
っ
て
聴
訟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
「
円
M
E
e
E
C
)
と
あ
る
。

(
一
九
七
九
年
九
月
一
八
日
)
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30-3 (1979) 

o cBo6o~e BO~H B yro~oBHOM npaBe 

OcaMy MAPY兄MA

Tpy~HO H36eraTb BOrrpOCa 0 cB06o~e BO~H rrpHH3y明即日 yroJloB-

HO白 OTBeTCTBeHHOCTH. Pe3Ka冗 rrpOTHBOrrOJlO)K}fO白 b Me)!{~y iJeme pMU-

T-lU3MOM H UT-liJemepMufiU3MOM HMeeT OTHOIlleHHe K OCHOBaHHiO 

yroJloBHO首 OTBeTCTBeHHOCTH即日 中 UHOCTHHaKa3aHH5I. Ha~o pa3hlC悶・

BaTh BHyTpeHHHe H BHeuJHHe TeOpHH ~J1珂 Toro，可T06hl ，naTh TO可Hoe

perneHHe TaKO員 OCHOBHO訪日 rJIy60Ko首 φHJlOCO中CKO員 rrp06J1eMe，KaK 

“cBo60，na BOJlH". Ho兄 He6yλy cei1'lac rro却 06HO Ha ~TOM OCTaHa-

BJIHBaThCiI， rrOCKOJIhKy ~Ta 3aMeTKa冗聞冗eTC冗JIHllIhrrO~rOTOBHT田hHoi1

pa60TO員，nJl51HCCJIe~OBaHH日 o HOpMaTHBHOM rrOH5ITHH BHHhl B COBeTCKOM 

yrOJlOBHOM rrpaBe， KOTOpOe HMeeT rrOCJle，nHIOlO U回同 BhIRCHHTh

cyrnHOCTh yrOJIOBHO訪OTBeTCTBeHHOCTH.

Pa3Be BOJl51 eCTb cB06o~Ha? ECJlH OHa 瓦eTepMHl四pOBaHa，KaK 

MoryT 06BHH5ITb cy6もeKTarro町戸I闘?Crrop 06 ~TOM BorrpocoM 3arry-

TaJIC兄 H rrp06JIeMa eme OCTaJIaCh HeperneHHo免且HCKyCCHiIB COBeT-

CKOM yrOJIOBHOM rrpaBe rrpe，nCTaBJl5IeT rro江XO~íI回目e MaTepHaJIhl，可To6hI

rrpHBeCTH 3TOT crrop B rrOp5l，noK H rrpHo6pecTH KJIIO'l ~JI5I pa3perneHHiI 

3TO首 rrp06JIeMhI.

H3BeCTHO rrpoTHBorrocT臼J1eHHeMe克明y meopuefi omfiOCUme.llbfiOfi 

c806oiJbl 80.llU H MflZKU.M iJemepMufiu3MOM B Harne政 CTp田 e. ルlbI

paCTep5leMCiI Me)!{江y rrepBhlM rrpHIIUHIIoM， KOTOphl訪日MeeT y6e~HT旬b­

HOCTb Ha BbIBO瓦， H BTOphIM， KOTOpbl首 HMeeTJ10rH可eCKyぬ 51CHOCTh.

3TO rrpoTHBorrocTa町 emrerrpoHcxo~HT OT CTpa，江aHHlI，TaK CKa3aTb， coe-

江間eHH5I Te3Hca uiJeωucm叩 CKOZO C MamepUa.lluCmUttecKoM. K出
o6a peryJlHpOBaTb? 3TH pa3HOrJlaCHiI BhlpU)!{aωTC冗 CHopamBFOBeTC-

KOM yrOJlOBHOM rrpaBe 0 KJIaCCH可eCKHXTe3Hcax MapKCH3Ma-JIeHHl切3Ma.

COOTHorneHHe CBo6o~hl BOJlH H yrOJIOBHO負 OTBeTCTBeHHOCTH兄即日eTC兄

OCHOBHblM BOrrpOCOM 0 可回OBeKe，rrpeBhICHB印刷 uiJeo.lloZlωB3TOM 

CMhICJle， rrorrhITKa crrp細胞aThorrp畑町eHHoeHaCTaBJIeHHe y COBeTCKO-

VII 北法JO(J・164)676



Hokkaido L. Rev. 

ro yro~oBHorO npaBa npe~CTa即時T ÕO~b山崎 IDlTepec.

HH)!{e C可ep可HBa!O可aCTHBbIBO江a，KOpOTKO UHTHpyH. 

1) 0 “~aCCHqeCKHX Te3HCaX": CBOÕO~a B 3TOM CM岡崎 pa3Ai.

羽町田 OTTaK Ha3bIBaeMO員 c806oObl80JlU. Eho CBOÕO~a CO明 aJlbHaH.

2) CB060~a K:皿“n03H卸町田OÕXO~HMOCTH" H yro~oBHaH OTBeT. 

CTBeHHOCTb: CMerneHHe OOOHX nOH兄T凶 c806oda Bblpa)Ka町四 Ha roc-

no~白Byぬ江~eM B3r~H~e B COBeTCKOM yro~oBHoM rrp臼 e. 3TH 06a rrOHH-

THHえomKHbIpa3~H'IaTbC5!. 且e首位BllT伺 bHa耳 B03MO)KHOCTb06~a~aTb 

CBOÕO~O鈴 3Hre~bca HMeeT OqeHb ÕO~blllOe 3Ha可eHlleB c~yqae HCC~e~a­

悶悶冗 COUHMbHO首CyTHyro~oBHO首 OTBeTCTBeHHOCTll， HO 9TO He llMeeT 

OTHOllleHHH K ne p80Ha'taJlbHOii CBOOO江eBO~H.口09TOMy， Ha~O llCC~e~O­

BaTb CHOBa 0 cBo60~e JmK OCHOBaHIDi yro~oBHO員 OTBeTCTBeHHOCTll.

3) 且eTepMIDill3MII cBo6o~a， BllHa : Boml 3aB即日:TOT M03ra， KOTO-

pbI訪問~HeTCjJ ee MaTe抑制bHOllOCHOBOH， II c~e~OBaT~bHO ~eTep附­

HHpyeTCH HaTypo註 H oKpy)KeHHeM. O~HaKO， aKTllBHoCTb 可伺OBeKa

rrpll 9TOM He OTpHu;aeTCH. CBoõo~a OCHoBbIBaeTC兄 HaTOM，可TO ero 

rrocTyrroK HB~HeTC冗品Ipa)KeHHeM BHyTpeHHe首 CYlllHOCTll q~OBeKa， C 

~eTepMHHllqeCKO首 TO収O負 3peHHH. I1MeHHoヨTacy6oeKT日BHOCTb冗回H-

eTCH OCHOBaI倒eMyro~oBHOll OTBeTCTBeHHoCTH. 

TaKHM oopa30M， CYlllHOCTb B即日 3a~!O咽eTC5! B H3Beme!琵琶1pac-

XO)K江eHHH C03H叩 lliIHOpMbI Me)K~y COUHMbHbIM H CBOHM， 0 TOM， t可lTO

口即03却Ha佃B回a加H0“6も世eK'町:THBH出f也bl陀e06白CT叩Oll灯I河T釘伺lb回CT叩B回a丸， OH C∞O叩Be叩p山即 c∞OI朋l早朋H悶f偲aJ品1
CHbl'児e 瓦e白耳m聞f目 B C∞O∞OTBeTCTB聞 C BepHo CBoe訪 BO瓦疏e負， HecMoTpH Ha 
~e首CTBHTe~bHy!O B03MO)KHOCTb ~pyroro rrocTyrrKa. 

Orpa釘H凱H子z可Cb yK悶a出3釘f悶He Ha BpeMeHHbI首 BbIBO)瓦l，yBepHH rro~o首TH

BCKope K CyUQHOCTll yro~oBHo員 OTB目白BeHHOCTH.

北法30(3・163)675 VIII 


